
令和７年度「地域づくり活動支援事業費補助金の取扱い」について
（２次募集）
【事業の目的】
①広域観光振興に関する事業
②公共交通の利用促進に関する事業 
③移住・定住等の促進と地域コミュニティの維持、発展に関する事業
④地域の振興・活性化に関する人材育成に関する事業

上記①～④等に資する事業に対して助成を行い、住民参加による地域の活性化を図る。
【補助対象者】
  ①民間団体（市町村と民間で構成する団体を含む。）
  ②住民団体
  ③複数の市町村で構成する団体
  <留意事項>
  ＊営利企業や農林漁業協同組合、商工会議所等は原則補助対象者としない。
【補助対象事業の範囲】
　地域づくり活動支援事業費補助金の目的に資するソフト事業とする。
  <留意事項>
　＊イベント等の場合、広域外から人を呼び込む工夫、手段等を事業計画書の中で明確にすること。
　　このため、地域住民のみを対象としたイベントは、補助対象としない。
　＊既存事業を補助対象事業とするときは、拡充部分に要する経費に限り、補助対象経費とする。
＊民泊・体験観光推進に資するソフト事業（民泊の受入整備や体験プログラム等の整備）については、（一社）高知県東部観光協議会の補助金事業として実施するため、当該補助金の補助対象事業とはしない。
　
【補助率等】
  定額補助 （補助限度額500千円：単位は千円とする）
  但し、２以上の市町村が連携し、実施するものについては、1,000千円とする。
【予算額】
  3,500千円
【補助申請等】
　○補助を受けようとする者は、「様式第１号：地域づくり活動支援事業費補助金事業計画書」を、各市町村広域担当課を通して安芸広域市町村圏事務組合へ提出し、安芸広域市町村圏事務組合は、受領後審査のうえ、補助事業の要件を満たしていると認められる場合は、速やかに内示を行う。
  ○内示を受けた者は、２週間以内に補助申請書を提出すること。
  ○内示を受けた事業であっても、補助申請書の内容が補助目的や補助対象者の要件を満たしていない事業は、補助対象としない。
  <留意事項>
　＊各市町村の担当課を通して事業計画書を提出すること。
  ＊内示額が予算額に達した時点で募集を終了する。
　＊事業が採択された場合でも予算の執行状況により要望額に対して内示額を調整する場合がある。

